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議会運営委員会 
 

日 時   令和２年８月２４日（月）午前１０時～ 

場 所   全員協議会室 

 

 

１ 令和２年亀岡市議会定例会９月議会について 

 （１）議案送付  ８月２４日（月） 

 （２）再  開  ８月３１日（月） 

 

 

２ 議案の概要説明について 

 

 

３ ９月議会日程について …【別紙№１】 

（１）一般質問通告期限 ８月３１日（月）正午 

一般質問順序・・・①共産党 ②公明党 ③新清流会 ④緑風会 

（２）請願書等提出期限 ８月３１日（月）午後５時 

（３）質疑通告期限   ９月 ８日（火）一般質問終了時 

（４）意見書等提出期限 ９月２５日（金）午前１０時 

（５）討論通告期限   ９月２８日（月）午後４時 

 

 

４ 議事日程（８月３１日）について 

   諸報告 

   第１ 会議録署名議員指名（菱田議員、長澤議員） 

   第２ 第１号議案から第４９号議案（提案理由説明） 

    ◎諸報告 

     ・予算継続費精算報告 

 ・健全化判断比率及び資金不足比率の状況 

     ・理事者出席要求 

 

 

５ 陳情・要望について 

 （１）非核・平和施策に関する要望書 …【別紙№２】 

 （２）国民のいのちと健康を守るために医療機関や介護施設・事業所に大規模な 

財政支援を求める陳情書 …【別紙№３】 

 （３）亀岡運動公園陸上競技場改修に関する要望書 …【別紙№４】 

 

 

 

【裏面に続く】 
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６ 議会運営上の新型コロナウイルス感染症対策について 

（１）市民憲章唱和の実施見合わせ 

（２）消毒液の設置、マスク着用 

（３）会議中のドアの開放 

（４）一般質問・委員会への傍聴自粛呼びかけ 

（５）本会議・委員会への出席職員の抑制 

 

 

７ 一般質問時の議席の取り扱いについて 

 （１）２グループに分け、議員は基本的には、議席・傍聴席へ交互に着席する 
    （質問順序が決定次第、事務局にて配席表を作成） 
 （２）議席には、定足数（１２人）を考慮しつつ、最低限の議員が着席するよう調整 
（３）傍聴席での発言は行わず、発言がある場合は、議席への着席を可とする 

 （４）インターネット中継ではテロップ対応を実施（ライブ、録画） 
 （５）傍聴席における議員席の確保（張り紙） 
 

 

８ 一般質問通告について…【別紙№５】 

（１）通告書について 
〇事務局へメール送信 

（２）質問時間 答弁を含め１人４５分 
 （３）会派内質問順序 ８月２８日（金）までに事務局へ 

 

 

９ 決算審査について 

（１）事務事業評価対象事業について …【別紙№６】 

 

 

１０ 委員会の行政視察について 

 

 

１１ その他 

 （１）議場内撮影許可の申請（市政記者クラブ、秘書広報課） 
 （２）エコ・オフィス推進期間（１０月３１日まで） 

 （３）本日（８月２４日）の予定 

      幹事会、（午後）会派会議、広聴部会、広報広聴会議 

 （４）議会運営委員会の予定 

      ９月 ７日（月）14:00 議運事前調整（正副委員長のみ） 

９月 ８日（火）一般質問終了後 議会運営委員会 

９月２８日（月）13:00 議運事前調整（正副委員長のみ） 

14:00 議会運営委員会、幹事会 

９月２９日（火）未定 議会運営委員会 

 



Ver.0824 【議会期間３０日間】

日 曜日 会 議 等 備　　考

 8/21 金
10:00～　正・副議長議案調整
11:00～　議運事前調整

議案概要

22 土
23 日

24 月 【議案送付日 概要説明】

10:00～　議会運営委員会（市長出席）・幹事会　 議案

午後　 　会派会議  終了後 広報広聴会議

25 火 13:30～　産業建設常任委員会（月例）
26 水

27 木

28 金
29 土
30 日

31 月 10:00～　【本会議（再開、諸報告、署名議員、提案理由）】 議事日程、監査報告

＜12:00 一般質問通告期限＞＜17:00 請願書提出期限＞ 出席要求、提案理由

9/1 火

2 水

3 木

4 金
5 土
6 日

7 月 13:00～　正・副議長議案調整（追加議案） 追加議案概要

14:00～　議運事前調整　

8 火 【本会議（一般質問）】　　　 議事日程

（一般質問終了後）議会運営委員会（市長出席）・幹事会 付託表、請願文書表

　＜一般質問終了時  質疑通告期限＞ 追加議案

9 水 【本会議（一般質問）】　　　 議事日程

10 木 【本会議（一般質問、提案理由、質疑、付託）】 議事日程、提案理由

11 金 10:00～　総務文教常任委員会

12 土
13 日
14 月 10:00～　環境厚生常任委員会

15 火 10:00～　産業建設常任委員会

16 水 10:00～　決算特別委員会 全体会（市長出席）、各分科会　

17 木 10:00～　決算特別委員会 各分科会

18 金 10:00～　決算特別委員会 各分科会

19 土
20 日
21 月祝 （敬老の日）
22 火祝 （秋分の日）

23 水 10:00～　決算特別委員会 各分科会

10:00～　決算特別委員会 各分科会、全体会

　　　　 決算分科会委員長会議

25 金 委員会（予備日）　　　　　　　　　＜10:00  意見書提出期限 ＞

26 土
27 日

28 月 10:00～　正・副議長議案調整（人事議案）

13:00～　議運事前調整

14:00～　議会運営委員会・幹事会 人事議案、意見書案

　　　　 会派会議

＜16:00  討論通告期限 ＞

29 火 10:00～　各常任委員会、決算分科会委員長会議

         議運事前調整、議会運営委員会・幹事会、会派会議 意見書案、審査結果

午後　　【本会議（委員長報告～採決、人事議案、休会）】 議事日程

令和２年亀岡市議会定例会 ９月議会日程表（案）〔詳細版〕

24 木
指摘要望一覧、事務事
業評価一覧

事務事業評価資料配付

主要施策の報告書配付

別紙№１























 

 

令和２年 月  日 

亀岡市議会議長 ○○○○○○ 様 

 

亀岡市議会議員 ○○○○○○ 

 

令和元年 月議会 一般質問通告書 

 

 

会派名：○○○○○○ （代表・個人） 

質問方法（ 一 括 ・ 一問一答 ） 

次のとおり通告します。 

 

 

質問事項 

 

質問要旨 

 

答弁者 

１ ○○○○につ

いて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 空き家の適正

管理について 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○ 

（１）○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○ 

（２）○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○ 

 

 

 

 

 

空き家の放置は、近隣の生活環境を阻害し、不審者

の侵入や放火などを誘発する恐れもある。また、災害

時に倒壊する危険や住民の避難活動の妨げにもなりか

ねない。生活環境の保全、災害時の安全確保、犯罪の

未然防止の観点から空き家の適正管理が求められる。 

（１）空き家の調査をどのような頻度で行い、市内に

長期間放置された空き家がどれくらい存在するか

把握しているか。 

（２）管理不十分な空き家は近隣住民にとって危険な

箇所と認識しているか。 

（３）空き家の所有者に対してどのような呼びかけ、

連絡を行っているのか。 

（４）空き家の管理や処分を行う条例を制定する考え

はあるか。 

 

○○ 

○○○○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市長 

所管部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

体裁 

・字体：ＭＳゴシック・フォントサイズ 10・全角英数字 

・表のサイズを変えない。 

・ページがまたがる場合は表を分割しない。 

注意点（先例・申合せ１１８） 

・質問は、具体的に記載すること。 

・質問項目は、市政における一般事務の範囲内であること。 

・質問項目は、会派内で重複しないこと。 

記入のしかた 

質問事項の項ごとに

答弁者を記入 
・市長 

・副市長 

・病院事業管理者 

・教育長 

・所管部長 
・行政委員会の委員長等 

質問の意図が伝わるよう、まず、質問の趣旨・背景（課

題や問題点等）を３～５行以内に要約して簡潔に記入。 

（原稿をそのまま掲載しない。） 

そして、質問内容を（１）､（２）の箇条書き

の質問形で具体的に記入。 

（「～について」は質問とならない。） 

以下、例示 

質問要旨に係る項目を 

項番号（スペース）・ 

「～について」等で記入。
質問の順序は、機構の建制順

（※）を原則とするが、質問

構成の意図による順序立て

も可とする。 

※組織機構の建制順 

市長公室・企画管理部・生涯学習部・

総務部・環境市民部・健康福祉部・

こども未来部・産業観光部・まちづ

くり推進部・会計管理室・上下水道

部・市立病院・教育委員会・選挙管

理委員会・公平委員会・監査委員・

農業委員会 



令和元年度決算　事務事業評価対象事業（Ｒ２．９実施）

総務文教分科会 　

1

2 文化振興経費（かめおか霧の芸術祭に係る経費）

3 生涯学習推進経費

4 セーフコミュニティ推進事業経費

環境厚生分科会

1 環境保全対策経費

2 ごみ減量・資源化等推進事業経費

3

（高齢者介護予防拠点活動支援事業委託料）

産業建設分科会

介護予防・日常生活支援総合事業経費（介護保険事業特別会計）

移住・定住促進経費（移住促進施設事業経費）

別紙№６


